
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第４回十勝中央合併協議会議案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時 平成16年４月23日（金）午後２時00分 

会場 幕別町 札内福祉センター 

 



   議案の提出について 

 

報告第11号 新町名称候補選考及び議会議員の定数任期小委員会の報告について 

報告第12号 地域自治組織等小委員会の報告について 

報告第13号 新町建設計画小委員会の報告について 

協議第６号 公共的団体等の取扱いについて 

協議第７号 補助金・交付金等の取扱いについて 

協議第８号 防災関係事業の取扱いについて 

 

上記議案を別紙のとおり提出する。 

  平成16年４月23日 

 

十勝中央合併協議会会長 岡田 和夫 



報告第11号 

 

   新町名称候補選考及び議会議員の定数任期小委員会の報告について 

 

 十勝中央合併協議会小委員会規程第９条の規定に基づき、次のとおり報告する。 

 

 

   第１回新町名称候補選考及び議会議員の定数任期小委員会 

 

 １ 開催日時及び開催場所 

(1)  開催日時 平成16年３月30日（火曜日） 

          午後２時00分開会  午後４時45分閉会 

(2)  開催場所 幕別町役場 ５階会議室 

 ２ 出席委員数  ９名中 ８名出席 

 ３ 会議内容 

(1)  委員長及び副委員長の互選及び委員長の職務を代理する副委員長の順位

の指定について 

小委員会規程第４条第２項の規定に基づき、委員長に本保征喜委員（幕

別町 ３号委員）、副委員長に渡辺春雄委員（更別村 ３号委員）、杉坂達

男委員（忠類村 ３号委員）が選任された。 

また、小委員会規程第５条第２項の規定に基づく、委員長の職務を代理

する副委員長の順位については、第１順位に杉坂副委員長、第２順位に渡

辺副委員長が指定された。 

(2)  新町名称候補の選考方法について 

 決定された選考方法のうち主な項目は次のとおり。 

 ・ 協議会へ報告する名称候補は10点とし、３町村内に住む中学生以上

を対象に公募、同一人の同一名称の応募は１点とした。 

・ 公募期間を８月１日から１カ月間とし、名称には幕、更、忠、別及

び類の文字を用いない等の条件を付すこととした。 

・ 周知の方法は、応募はがき付きチラシを協議会だよりに折り込むほ

か、ホームページ、３町村広報などによることとした。 

・ 懸賞については、名付け親大賞、名付け親賞、優秀賞を設け、大賞

については協議会の席で表彰するとともに新町誕生記念式に招待する

こととした。 

  (3)  小委員会の審議スケジュールについて 

新町の名称候補選考については、公募の期間を８月１日から１カ月間、

候補の絞り込みを10月下旬まで、協議会報告を11月上旬、を目処とするス

ケジュールを確認した。 

議会議員の定数任期については、小委員会での審議と並行して３町村議

会内でも協議を行うこととし、協議会報告を11月上旬、を目処とするスケ

ジュールを確認した。 
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報告第12号 

 

   地域自治組織等小委員会の報告について 

 

 十勝中央合併協議会小委員会規程第９条の規定に基づき、次のとおり報告する。 

 

 

   第１回地域自治組織等小委員会 

 

 １ 開催日時及び開催場所 

  (1)  開催日時 平成16年４月９日（金曜日） 

          午後２時00分開会  午後３時00分閉会 

  (2)  開催場所 幕別町役場 ５階会議室 

 ２ 出席委員数  12 名中 11 名出席 

 ３ 会議内容 

  (1)  委員長及び副委員長の互選及び委員長の職務を代理する副委員長の順位

の指定について 

小委員会規程第４条第２項の規定に基づき、委員長に渡辺春雄委員（更別

村 ３号委員）、副委員長に多田順一委員（幕別町 ４号委員）、杉坂達男委

員（忠類村 ３号委員）が選任された。 

また、小委員会規程第５条第２項の規定に基づく、委員長の職務を代理す

る副委員長の順位については、第１順位に多田副委員長、第２順位に杉坂副

委員長が指定された。 

(2)  地域自治組織等の概要について 

市町村の合併の特例等に関する法律案及び市町村の合併の特例に関する

法律の一部を改正する法律案、地方自治法の一部を改正する法律案の３法

案に盛り込まれた地域自治組織の概要について確認した。 
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報告第13号 

 

   新町建設計画小委員会の報告について 

 

 十勝中央合併協議会小委員会規程第９条の規定に基づき、次のとおり報告する。 

 

 

 １ 第３回新町建設計画小委員会 

  (1) 開催日時及び開催場所 

   ① 開催日時 平成16年３月26日（金曜日） 

          午後２時40分開会  午後３時52分閉会 

   ② 開催場所 更別村社会福祉センター 大ホール 

  (2) 出席委員数  18 名中 18 名出席 

  (3) 会議内容 

   ① 新町建設計画小委員会の進め方について 

      第２回新町建設計画小委員会において、小委員会の進め方を整理する

よう意見があったことから、他地域の将来構想を示し、将来構想のイメ

ージを把握するとともに、進め方について、再度確認をした。 

② 第２回新町建設計画小委員会の経過報告について 

      第２回新町建設計画小委員会に出された意見・要望について、確認を

した。 

      また、産業の動向・推移がわかる資料の要望があったことから、追加

データを示し、了承した。 

   ③ 新町将来構想の方向性について 

    新町建設計画小委員会の進め方を踏まえたうえで、新町将来構想の方

向性について意見交換を行った。 

 ２ 住民アンケート調査結果 

   第４回新町建設計画小委員会において、平成16年２月に実施した住民アンケ

ート調査の結果を別冊のとおり確認し、了承した。 
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（第３回協議会 提案・説明分） 

協議第４号 

 

地方税の取扱いについて 

 

 次のとおり調整方針を定める。 

 

協議項目 10 地方税の取扱い 

 

３町村で差異のない税制については、現行のとおり新町に引き継ぐものとし、差

異のあるものについては、次のとおり取り扱うものとする。 

１ 個人町民税、固定資産税、軽自動車税の納期については、合併時までに調整す

る。 

２ 個人町民税の減免については、幕別町及び忠類村の例により、合併時に統合す

る。 

３ 法人町民税の減免については、幕別町の例により、合併時に統合する。 

４ 鉱産税については、幕別町及び忠類村の例により、合併時に統合する。 

５ 特別土地保有税の免税点については、幕別町の例により、合併時に統合する。

６ 入湯税については、幕別町の例により、合併時に統合する。ただし、課税免除

については、合併時に再編する。 

７ 申告受付については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
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（第３回協議会 提案・説明分） 

協議第５号 

 

条例・規則等の取扱いについて 

 

 次のとおり調整方針を定める。 

 

協議項目 14 条例・規則等の取扱い 

 

条例・規則等については、各協議項目の調整方針に基づき統一を図り、新町にお

ける事務事業に支障がないよう、次の区分により整備する。 

１ 合併時に、町長職務執行者の専決処分等により即時制定し、施行させる必要が

あるもの 

２ 合併後においても、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの 

３ 合併後において、逐次制定し、施行させることとするもの 
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協議第６号 

 

公共的団体等の取扱いについて 

 

 次のとおり調整方針を定める。 

 

協議項目 17 公共的団体等の取扱い 

 

 公共的団体等については、新町の速やかな一体性を確立するため、それぞれの

実情を尊重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。 

１ ３町村に共通している団体は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努

める。 

２ 統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて調整に努める。 

３ 独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。 
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協議第７号 

 

補助金・交付金等の取扱いについて 

 

 次のとおり調整方針を定める。 

 

協議項目 18 補助金・交付金等の取扱い 

 

 補助金・交付金等の取扱いについては、その事業目的、効果を総合的に判断し、

従来からの経緯や実情等にも配慮しつつ、公共的必要性、有効性、公平性の観点

に立ち、そのあり方についての検討を行うものとする。 

１ ３町村で同一あるいは同種の補助金・交付金等については、関係団体等の理

解と協力を得て、制度の統一化に向けて調整する。 

２ ３町村において独自の補助金・交付金等については、制度の経緯、従来から

の実績を踏まえ、町域全体の均衡を保つように調整する。 

３ 整理統合できる補助金・交付金等については、統合するよう調整する。 
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協議第８号 

 

防災関係事業の取扱いについて 

 

 次のとおり調整方針を定める。 

 

協議項目 22-2 防災関係事業の取扱い 

 

１ 防災会議については、新町において設置する。 

２ 地域防災計画については、新町において策定する。ただし、新計画が策定さ

れるまでの間は、現計画を新町に引き継ぎ運用する。 

３ 相互応援協定等については、関係団体と協議のうえ新町において調整する。

４ 防災行政無線については、現設備を新町に引き継ぐものとする。 

 

 


